
●申込受付期間
令和６年８月１５日（木）

～９月１３日（金）
●第一次試験
令和６年１０月２０日（日）

●最終合格発表

令和６年１２月中旬

佐賀県では、よかろうもん運転の絶無に取り組

んでいるところですが、未だ、スマートフォン使

用等のながら運転の根絶には至っていません。

令和６年１１月１日施行予定の改正道路交通法

により、自転車の危険な運転に対しての罰則が整

備されます。

対象となるのは、自転車運転中のスマートフォ

ン使用等の「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」

です。

「ながらスマホ」は、携帯電話を手で保持して、

通話するだけではなく、画面を注視する行為も対

象となります。「酒気帯び運転」は、運転行為のほか、酒類の提供や同乗・自転車 の

提供に対しても新たに罰則が整備されます。

よかろうもん運転

●携帯電話使用
●合図不履行
●信号無視
●車間距離不保持

令和６年９月21日（土）～９月30日（月）

✿

９月になりました。

まだまだ暑い日が続きそうで

す。

薄暗い時間帯の散歩はドライ

バーから歩行者の姿が見えにく

くなります。

反射材用品等や目立つ色の洋

服の着用、懐中電灯等で周りに

自分の存在を知らせましょう！

斜め横断や通過する車両の直

前直後の横断は大変危険ですの

で、道路を横断する際は、横断

歩道を渡りましょう。

自転車や特定小型原動機付自転車

を運転する方は、ヘルメット着用

が努力義務となっています。

自転車事故でのヘルメット非着

用時における致死率は、着用時と

比べて約２倍となっており、ヘル

メット着用は大きな被害軽減効果

があります。

交通事故から命を守るため、ヘ

ルメット着用しましょう！

１０月５日（土）、１０月６日（日）

佐賀県警察 電話：０９５２-２４-１１１１
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① ＱＲを読み取る ⇒ ② 九州・沖縄を選択 ⇒
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